
と
畜
場
法
施
行
規
則
及
び
食
鳥
処
理
の
事
業
の
規
制
及
び
食
鳥
検
査
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

新
旧
対
照
条
文

○

と
畜
場
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
厚
生
省
令
第
四
十
四
号
）
（
第
一
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

現

行

（
と
畜
業
者
等
の
講
ず
べ
き
衛
生
措
置
）

（
と
畜
業
者
等
の
講
ず
べ
き
衛
生
措
置
）

第
七
条

法
第
九
条
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

第
七
条

法
第
九
条
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
も
の
の
い
ず
れ
か
と
す
る
。

る
。

一

危
害
分
析
・
重
要
管
理
点
方
式
（
食
品
の
安
全
性
を
確
保
す
る
上
で
重

要
な
危
害
の
原
因
と
な
る
物
質
及
び
当
該
危
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
の
あ

る
工
程
の
特
定
、
評
価
及
び
管
理
を
行
う
衛
生
管
理
の
方
式
を
い
う
。
以

下
同
じ
。）
を
用
い
て
衛
生
管
理
を
行
う
と
畜
業
者
等
は
、
次
の
と
お
り
と

す
る
こ
と
。

イ

衛
生
管
理
責
任
者
、
法
第
十
条
の
作
業
衛
生
責
任
者
（
以
下
「
作
業

衛
生
責
任
者
」
と
い
う
。）
そ
の
他
の
獣
畜
の
と
さ
つ
又
は
解
体
に
係
る

衛
生
管
理
に
つ
い
て
専
門
的
な
知
識
を
有
す
る
者
に
よ
り
構
成
さ
れ
る

班
を
編
成
し
、
次
の

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
措
置
を
実
施
す
る
こ
と
。

（１）

（７）

製
品
の
名
称
、
種
類
、
原
材
料
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た

（１）
製
品
説
明
書
を
作
成
す
る
こ
と
。

獣
畜
の
搬
入
、
と
さ
つ
、
解
体
、
処
理
、
保
管
、
出
荷
そ
の
他
の

（２）
工
程
の
流
れ
を
記
載
し
た
図
を
、
と
畜
場
に
お
け
る
実
際
の
工
程
及

び
施
設
設
備
の
配
置
に
則
し
て
作
成
す
る
こ
と
。

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
文
書
を
作
成
す
る
こ
と
。

（３）

放
血
、
頭
部
の
処
理
、
と
た
い
の
剥
皮
、
乳
房
の
切
除
、
内
臓

（ⅰ）
の
摘
出
、
背
割
り
（
枝
肉
を
脊
柱
に
沿
っ
て
左
右
に
切
断
す
る
処

理
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）、
枝
肉
の
洗
浄
、
内
臓
の
処
理
又
は
冷

却
を
含
む
工
程
ご
と
に
、
当
該
工
程
に
つ
き
発
生
す
る
お
そ
れ
の

あ
る
食
品
衛
生
上
の
危
害
の
原
因
と
な
る
物
質
及
び
当
該
危
害
の

OKIHR
スタンプ



発
生
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
（
以
下
「
管
理
措
置
」
と
い
う
。）

（
当
該
危
害
の
原
因
と
な
る
物
質
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
に
あ
つ

て
は
、
そ
の
理
由
）

の
工
程
の
う
ち
、
製
品
に
係
る
食
品
衛
生
上
の
危
害
の
発
生

（ⅱ）

（ⅰ）
を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
工
程
に
係
る
管
理
措
置
の
実
施
状
況
の

連
続
的
な
又
は
相
当
の
頻
度
の
確
認
を
必
要
と
す
る
も
の
（
以
下

「
重
要
管
理
点
」
と
い
う
。）（
重
要
管
理
点
を
定
め
な
い
場
合
に

あ
つ
て
は
、
そ
の
理
由
）

全
て
の
重
要
管
理
点
ご
と
に
、
当
該
重
要
管
理
点
に
つ
き
発
生

（ⅲ）
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
食
品
衛
生
上
の
危
害
の
原
因
と
な
る
物
質
を

許
容
で
き
る
範
囲
ま
で
低
減
又
は
排
除
す
る
た
め
の
管
理
措
置
の

基
準

の
確
認
の
方
法

（ⅳ）

（ⅱ）
の
確
認
に
よ
り
重
要
管
理
点
に
係
る
管
理
措
置
が
適
切
に
講

（４）

（３）
（ⅱ）

じ
ら
れ
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
た
と
き
に
講
ず
べ
き
改
善
措
置
の
方

法
を
記
載
し
た
文
書
を
作
成
す
る
こ
と
。

製
品
の
試
験
の
方
法
そ
の
他
の
食
品
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
が
適

（５）
切
に
防
止
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
検
証
す
る
た
め
の
方
法
を
記
載
し
た

文
書
を
作
成
す
る
こ
と
。

次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
そ
の
記
録
の
方
法
並
び
に
当
該
記

（６）
録
の
保
存
の
方
法
及
び
期
間
を
記
載
し
た
文
書
を
作
成
す
る
こ
と
。

の
確
認
に
関
す
る
事
項

（ⅰ）

（３）
（ⅱ）の

改
善
措
置
に
関
す
る
事
項

（ⅱ）

（４）
の
検
証
に
関
す
る
事
項

（ⅲ）

（５）か
ら

ま
で
の
規
定
に
基
づ
き
作
成
し
た
文
書
に
従
い
、
獣
畜
、

（７）

（３）

（６）

と
た
い
、
枝
肉
及
び
食
用
に
供
す
る
内
臓
等
に
係
る
食
品
衛
生
上
の

危
害
の
発
生
の
防
止
の
た
め
に
公
衆
衛
生
上
必
要
な
措
置
を
講
ず
る

こ
と
。

ロ

イ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
行
う
こ
と
。

牛
、
め
ん
羊
及
び
山
羊
に
つ
い
て
、
ピ
ッ
シ
ン
グ
（
ワ
イ
ヤ
ー
そ

（１）



の
他
こ
れ
に
類
す
る
器
具
を
用
い
て
脳
及
び
脊
髄
を
破
壊
す
る
こ
と

を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
を
行
わ
ず
に
と
さ
つ
す
る
こ
と
。

月
齢
が
三
十
月
以
下
の
牛
の
頭
部
（
舌
及
び
頬
肉
を
除
く
。
以
下

（２）
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）
を
食
用
に
供
す
る
も
の
と
し
て
処
理
を
行

う
場
合
に
は
、
そ
の
他
の
牛
の
頭
部
に
よ
る
汚
染
を
防
ぐ
よ
う
区
分

し
て
処
理
す
る
こ
と
。

月
齢
が
三
十
月
以
下
の
牛
の
頭
部
等
を
食
用
に
供
す
る
場
合
に
は
、

（３）
当
該
牛
の
頭
部
等
に
つ
い
て
は
、
と
さ
つ
、
解
体
及
び
保
管
の
各
段

階
で
、
そ
の
他
の
牛
の
頭
部
等
と
工
程
、
表
示
等
に
よ
り
区
分
し
て

保
管
す
る
こ
と
。

別
表
第
一
に
掲
げ
る
部
分
は
、
当
該
部
分
に
よ
る
枝
肉
及
び
食
用

（４）
に
供
す
る
内
臓
の
汚
染
を
防
ぐ
よ
う
処
理
す
る
こ
と
。

二

危
害
分
析
・
重
要
管
理
点
方
式
を
用
い
ず
に
衛
生
管
理
を
行
う
と
畜
業

者
等
は
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
実
施
す
る
こ
と
。

イ

処
理
室
に
お
い
て
は
、
獣
畜
の
血
液
及
び
消
化
管
の
内
容
物
等
を
適

一

処
理
室
に
お
い
て
は
、
獣
畜
の
血
液
及
び
消
化
管
の
内
容
物
等
を
適
切

切
に
処
理
し
、
当
該
処
理
室
を
洗
浄
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

に
処
理
し
、
当
該
処
理
室
を
洗
浄
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
洗

洗
浄
水
の
飛
散
に
よ
る
と
た
い
並
び
に
枝
肉
及
び
食
用
に
供
す
る
内
臓

浄
水
の
飛
散
に
よ
る
と
た
い
並
び
に
枝
肉
及
び
食
用
に
供
す
る
内
臓
の
汚

の
汚
染
を
防
ぐ
こ
と
。

染
を
防
ぐ
こ
と
。

ロ

獣
畜
の
と
さ
つ
又
は
解
体
に
当
た
り
手
袋
を
使
用
す
る
場
合
は
、
獣

二

獣
畜
の
と
さ
つ
又
は
解
体
に
当
た
り
手
袋
を
使
用
す
る
場
合
は
、
獣
畜

畜
に
直
接
接
触
す
る
部
分
が
繊
維
製
品
そ
の
他
洗
浄
消
毒
す
る
こ
と
が

に
直
接
接
触
す
る
部
分
が
繊
維
製
品
そ
の
他
洗
浄
消
毒
す
る
こ
と
が
困
難

困
難
な
製
品
で
な
い
も
の
を
使
用
す
る
こ
と
。

な
製
品
で
な
い
も
の
を
使
用
す
る
こ
と
。

ハ

牛
、
め
ん
羊
及
び
山
羊
に
つ
い
て
、
ピ
ッ
シ
ン
グ
を
行
わ
ず
に
と
さ

三

牛
、
め
ん
羊
及
び
山
羊
の
と
さ
つ
に
当
た
つ
て
は
、
ピ
ッ
シ
ン
グ
（
ワ

つ
す
る
こ
と
。

イ
ヤ
ー
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
器
具
を
用
い
て
脳
及
び
脊
髄
を
破
壊
す
る

こ
と
を
い
う
。）
を
行
わ
な
い
こ
と
。

二

放
血
等
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
こ
と
。

四

放
血
等
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
こ
と
。

放
血
さ
れ
た
血
液
に
よ
る
生
体
及
び
他
の
と
た
い
の
汚
染
を
防
ぐ

イ

放
血
さ
れ
た
血
液
に
よ
る
生
体
及
び
ほ
か
の
と
た
い
の
汚
染
を
防
ぐ

（１）
こ
と
。

こ
と
。

牛
、
め
ん
羊
及
び
山
羊
に
あ
つ
て
は
、
放
血
後
に
お
い
て
消
化
管

ロ

牛
、
め
ん
羊
及
び
山
羊
に
あ
つ
て
は
、
放
血
後
に
お
い
て
消
化
管
の

（２）
の
内
容
物
が
漏
出
し
な
い
よ
う
食
道
を
第
一
胃
の
近
く
で
結
さ
つ
し
、

内
容
物
が
漏
出
し
な
い
よ
う
食
道
を
第
一
胃
の
近
く
で
結
さ
つ
し
、
又

又
は
閉
塞
さ
せ
る
こ
と
。

は
閉
そ
く
さ
せ
る
こ
と
。



手
指
（
手
袋
を
使
用
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
手
袋
。
以
下

ハ

手
指
（
手
袋
を
使
用
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
手
袋
。
以
下
こ

（３）
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）
が
放
血
さ
れ
た
血
液
等
に
よ
り
汚
染
さ
れ

の
項
に
お
い
て
同
じ
。）
が
放
血
さ
れ
た
血
液
等
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
場

た
場
合
は
、
そ
の
都
度
洗
浄
剤
を
用
い
て
洗
浄
す
る
こ
と
。

合
は
、
そ
の
都
度
洗
浄
剤
を
用
い
て
洗
浄
す
る
こ
と
。

と
た
い
に
直
接
接
触
す
る
ナ
イ
フ
、
結
さ
つ
器
そ
の
他
の
機
械
器

ニ

と
た
い
に
直
接
接
触
す
る
ナ
イ
フ
、
結
さ
つ
器
そ
の
他
の
機
械
器
具

（４）
具
に
つ
い
て
は
、
一
頭
を
処
理
す
る
ご
と
に
（
外
皮
に
接
触
す
る
こ

に
つ
い
て
は
、
一
頭
を
処
理
す
る
ご
と
に
（
外
皮
に
接
触
す
る
こ
と
等

と
等
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
場
合
は
、
そ
の
都
度
。
ホ
及
び
ヘ
に
お
い

に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
場
合
は
、
そ
の
都
度
。
以
下
次
号
及
び
第
五
号
に

て
同
じ
。）
摂
氏
八
十
三
度
以
上
の
温
湯
を
用
い
て
洗
浄
消
毒
す
る
こ

お
い
て
同
じ
。）
摂
氏
八
十
三
度
以
上
の
温
湯
を
用
い
て
洗
浄
消
毒
す
る

と
。

こ
と
。

ホ

頭
部
の
処
理
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ

五

頭
部
の
処
理
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り

り
行
う
こ
と
。

行
う
こ
と
。

角
は
、
切
断
部
の
付
近
に
外
皮
が
残
る
こ
と
に
よ
る
汚
染
を
防
ぐ

イ

角
は
、
切
断
部
の
付
近
に
外
皮
が
残
る
こ
と
に
よ
る
汚
染
を
防
ぐ
た

（１）
た
め
、
外
皮
と
共
に
除
去
す
る
こ
と
。

め
、
外
皮
と
共
に
除
去
す
る
こ
と
。

剥
皮
さ
れ
た
頭
部
は
、
外
皮
並
び
に
床
及
び
内
壁
等
に
接
触
す
る

ロ

は
く
皮
さ
れ
た
頭
部
は
、
外
皮
並
び
に
床
及
び
内
壁
等
に
接
触
す
る

（２）
こ
と
に
よ
る
汚
染
を
防
ぐ
こ
と
。

こ
と
に
よ
る
汚
染
を
防
ぐ
こ
と
。

剥
皮
さ
れ
た
頭
部
の
洗
浄
に
当
た
つ
て
は
、
洗
浄
水
の
飛
散
に
よ

ハ

は
く
皮
さ
れ
た
頭
部
の
洗
浄
に
当
た
つ
て
は
、
洗
浄
水
の
飛
散
に
よ

（３）
る
他
の
と
た
い
の
汚
染
を
防
ぐ
こ
と
。

る
ほ
か
の
と
た
い
の
汚
染
を
防
ぐ
こ
と
。

手
指
が
外
皮
等
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
場
合
は
、
そ
の
都
度
洗
浄
剤

ニ

手
指
が
外
皮
等
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
場
合
は
、
そ
の
都
度
洗
浄
剤
を

（４）
を
用
い
て
洗
浄
す
る
こ
と
。

用
い
て
洗
浄
す
る
こ
と
。

と
た
い
に
直
接
接
触
す
る
ナ
イ
フ
、
の
こ
ぎ
り
そ
の
他
の
機
械
器

ホ

と
た
い
に
直
接
接
触
す
る
ナ
イ
フ
、
の
こ
ぎ
り
そ
の
他
の
機
械
器
具

（５）
具
に
つ
い
て
は
、
一
頭
を
処
理
す
る
ご
と
に
摂
氏
八
十
三
度
以
上
の

に
つ
い
て
は
、
一
頭
を
処
理
す
る
ご
と
に
摂
氏
八
十
三
度
以
上
の
温
湯

温
湯
を
用
い
て
洗
浄
消
毒
す
る
こ
と
。

を
用
い
て
洗
浄
消
毒
す
る
こ
と
。

月
齢
が
三
十
月
以
下
の
牛
の
頭
部
を
食
用
に
供
す
る
も
の
と
し
て

ヘ

月
齢
が
三
十
月
以
下
の
牛
の
頭
部
（
舌
及
び
頬
肉
を
除
く
。
以
下
こ

ほ
ほ

（６）
処
理
を
行
う
場
合
に
は
、
そ
の
他
の
牛
の
頭
部
に
よ
る
汚
染
を
防
ぐ

の
条
に
お
い
て
同
じ
。）
を
食
用
に
供
す
る
も
の
と
し
て
処
理
を
行
う
場

よ
う
区
分
し
て
処
理
す
る
こ
と
。

合
に
は
、
そ
の
他
の
牛
の
頭
部
に
よ
る
汚
染
を
防
ぐ
よ
う
区
分
し
て
処

理
す
る
こ
と
。

ヘ

と
た
い
の
剥
皮
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
こ
と
。

六

と
た
い
の
は
く
皮
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
こ
と
。

獣
毛
等
に
よ
る
汚
染
を
防
ぐ
た
め
、
必
要
な
最
少
限
度
の
切
開
を

イ

獣
毛
等
に
よ
る
汚
染
を
防
ぐ
た
め
、
必
要
な
最
少
限
度
の
切
開
を
し

（１）
し
た
後
、
ナ
イ
フ
を
消
毒
し
、
ナ
イ
フ
の
刃
を
手
前
に
向
け
、
皮
を

た
後
、
ナ
イ
フ
を
消
毒
し
、
ナ
イ
フ
の
刃
を
手
前
に
向
け
、
皮
を
内
側

内
側
か
ら
外
側
に
切
開
す
る
こ
と
。

か
ら
外
側
に
切
開
す
る
こ
と
。

剥
皮
さ
れ
た
部
分
は
、
外
皮
に
よ
る
汚
染
を
防
ぐ
こ
と
。

ロ

は
く
皮
さ
れ
た
部
分
は
、
外
皮
に
よ
る
汚
染
を
防
ぐ
こ
と
。

（２）



剥
皮
さ
れ
た
部
分
が
外
皮
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、

ハ

は
く
皮
さ
れ
た
部
分
が
外
皮
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、

（３）
汚
染
さ
れ
た
部
位
を
完
全
に
切
り
取
る
こ
と
。

汚
染
さ
れ
た
部
位
を
完
全
に
切
り
取
る
こ
と
。

牛
、
め
ん
羊
及
び
山
羊
の
肛
門
周
囲
の
処
理
に
当
た
つ
て
は
、
消

ニ

牛
、
め
ん
羊
及
び
山
羊
の
肛
門
周
囲
の
処
理
に
当
た
つ
て
は
、
消
化

（４）
化
管
の
内
容
物
が
漏
出
し
な
い
よ
う
直
腸
を
肛
門
の
近
く
で
結
さ
つ

管
の
内
容
物
が
漏
出
し
な
い
よ
う
直
腸
を
肛
門
の
近
く
で
結
さ
つ
す
る

す
る
と
と
も
に
、
肛
門
部
に
よ
る
と
た
い
の
汚
染
を
防
ぐ
こ
と
。

と
と
も
に
、
肛
門
部
に
よ
る
と
た
い
の
汚
染
を
防
ぐ
こ
と
。

剥
皮
さ
れ
た
部
分
が
消
化
管
の
内
容
物
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
場
合

ホ

は
く
皮
さ
れ
た
部
分
が
消
化
管
の
内
容
物
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
場
合

（５）
に
お
い
て
は
、
迅
速
に
他
の
部
位
へ
の
汚
染
を
防
ぐ
と
と
も
に
、
汚

に
お
い
て
は
、
迅
速
に
他
の
部
位
へ
の
汚
染
を
防
ぐ
と
と
も
に
、
汚
染

染
さ
れ
た
部
位
を
完
全
に
切
り
取
る
こ
と
。

さ
れ
た
部
位
を
完
全
に
切
り
取
る
こ
と
。

手
指
が
外
皮
等
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
場
合
は
、
そ
の
都
度
洗
浄
剤

ヘ

手
指
が
外
皮
等
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
場
合
は
、
そ
の
都
度
洗
浄
剤
を

（６）
を
用
い
て
洗
浄
す
る
こ
と
。

用
い
て
洗
浄
す
る
こ
と
。

と
た
い
に
直
接
接
触
す
る
ナ
イ
フ
、
動
力
付
剥
皮
ナ
イ
フ
、
結
さ

ト

と
た
い
に
直
接
接
触
す
る
ナ
イ
フ
、
動
力
付
は
く
皮
ナ
イ
フ
、
結
さ

（７）
つ
器
そ
の
他
の
機
械
器
具
に
つ
い
て
は
、
一
頭
を
処
理
す
る
ご
と
に

つ
器
そ
の
他
の
機
械
器
具
に
つ
い
て
は
、
一
頭
を
処
理
す
る
ご
と
に
摂

摂
氏
八
十
三
度
以
上
の
温
湯
を
用
い
て
洗
浄
消
毒
す
る
こ
と
。

氏
八
十
三
度
以
上
の
温
湯
を
用
い
て
洗
浄
消
毒
す
る
こ
と
。

ト

乳
房
を
切
除
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り

七

乳
房
を
切
除
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行

行
う
こ
と
。

う
こ
と
。

乳
房
の
内
容
物
が
漏
出
し
な
い
よ
う
に
行
う
こ
と
。

イ

乳
房
の
内
容
物
が
漏
出
し
な
い
よ
う
に
行
う
こ
と
。

（１）

剥
皮
さ
れ
た
部
分
が
乳
房
の
内
容
物
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
場
合
に

ロ

は
く
皮
さ
れ
た
部
分
が
乳
房
の
内
容
物
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
場
合
に

（２）
お
い
て
は
、
迅
速
に
他
の
部
位
へ
の
汚
染
を
防
ぐ
と
と
も
に
、
汚
染

お
い
て
は
、
迅
速
に
他
の
部
位
へ
の
汚
染
を
防
ぐ
と
と
も
に
、
汚
染
さ

さ
れ
た
部
位
を
完
全
に
切
り
取
る
こ
と
。

れ
た
部
位
を
完
全
に
切
り
取
る
こ
と
。

手
指
が
乳
房
の
内
容
物
等
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
場
合
は
、
そ
の
都

ハ

手
指
が
乳
房
の
内
容
物
等
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
場
合
は
、
そ
の
都
度

（３）
度
洗
浄
剤
を
用
い
て
洗
浄
す
る
こ
と
。

洗
浄
剤
を
用
い
て
洗
浄
す
る
こ
と
。

と
た
い
に
直
接
接
触
す
る
ナ
イ
フ
そ
の
他
の
機
械
器
具
に
つ
い
て

ニ

と
た
い
に
直
接
接
触
す
る
ナ
イ
フ
そ
の
他
の
機
械
器
具
に
つ
い
て
は
、

（４）
は
、
一
頭
を
処
理
す
る
ご
と
に
（
乳
房
の
内
容
物
等
に
汚
染
さ
れ
た

一
頭
を
処
理
す
る
ご
と
に
（
乳
房
の
内
容
物
等
に
汚
染
さ
れ
た
場
合
は
、

場
合
は
、
そ
の
都
度
）
摂
氏
八
十
三
度
以
上
の
温
湯
を
用
い
て
洗
浄

そ
の
都
度
）
摂
氏
八
十
三
度
以
上
の
温
湯
を
用
い
て
洗
浄
消
毒
す
る
こ

消
毒
す
る
こ
と
。

と
。

チ

内
臓
の
摘
出
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
こ
と
。

八

内
臓
の
摘
出
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
こ
と
。

と
た
い
が
消
化
管
の
内
容
物
に
よ
り
汚
染
さ
れ
な
い
よ
う
適
切
に

イ

と
た
い
が
消
化
管
の
内
容
物
に
よ
り
汚
染
さ
れ
な
い
よ
う
適
切
に
行

（１）
行
う
こ
と
。

う
こ
と
。

内
臓
が
床
及
び
内
壁
並
び
に
長
靴
等
に
接
触
す
る
こ
と
に
よ
る
汚

ロ

内
臓
が
床
及
び
内
壁
並
び
に
長
靴
等
に
接
触
す
る
こ
と
に
よ
る
汚
染

（２）
染
を
防
ぐ
こ
と
。

を
防
ぐ
こ
と
。



剥
皮
さ
れ
た
部
分
が
消
化
管
の
内
容
物
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
場
合

ハ

は
く
皮
さ
れ
た
部
分
が
消
化
管
の
内
容
物
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
場
合

（３）
に
お
い
て
は
、
迅
速
に
他
の
部
位
へ
の
汚
染
を
防
ぐ
と
と
も
に
、
汚

に
お
い
て
は
、
迅
速
に
他
の
部
位
へ
の
汚
染
を
防
ぐ
と
と
も
に
、
汚
染

染
さ
れ
た
部
位
を
完
全
に
切
り
取
る
こ
と
。

さ
れ
た
部
位
を
完
全
に
切
り
取
る
こ
と
。

手
指
が
消
化
管
の
内
容
物
等
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
場
合
は
、
そ
の

ニ

手
指
が
消
化
管
の
内
容
物
等
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
場
合
は
、
そ
の
都

（４）
都
度
洗
浄
剤
を
用
い
て
洗
浄
す
る
こ
と
。

度
洗
浄
剤
を
用
い
て
洗
浄
す
る
こ
と
。

と
た
い
に
直
接
接
触
す
る
ナ
イ
フ
、
の
こ
ぎ
り
そ
の
他
の
機
械
器

ホ

と
た
い
に
直
接
接
触
す
る
ナ
イ
フ
、
の
こ
ぎ
り
そ
の
他
の
機
械
器
具

（５）
具
に
つ
い
て
は
、
一
頭
を
処
理
す
る
ご
と
に
（
消
化
管
の
内
容
物
等

に
つ
い
て
は
、
一
頭
を
処
理
す
る
ご
と
に
（
消
化
管
の
内
容
物
等
に
汚

に
汚
染
さ
れ
た
場
合
は
、
そ
の
都
度
）
摂
氏
八
十
三
度
以
上
の
温
湯

染
さ
れ
た
場
合
は
、
そ
の
都
度
）
摂
氏
八
十
三
度
以
上
の
温
湯
を
用
い

を
用
い
て
洗
浄
消
毒
す
る
こ
と
。

て
洗
浄
消
毒
す
る
こ
と
。

リ

背
割
り
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
こ
と
。

九

背
割
り
（
枝
肉
を
脊
柱
に
沿
つ
て
左
右
に
切
断
す
る
処
理
を
い
う
。）
は
、

せ
き

枝
肉
が
床
若
し
く
は
内
壁
、
長
靴
又
は
昇
降
台
等
に
接
触
す
る
こ

次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
こ
と
。

（１）
と
に
よ
る
汚
染
を
防
ぐ
こ
と
。

イ

枝
肉
が
床
若
し
く
は
内
壁
、
長
靴
又
は
昇
降
台
等
に
接
触
す
る
こ
と

使
用
す
る
の
こ
ぎ
り
に
つ
い
て
は
、
一
頭
を
処
理
す
る
ご
と
に
摂

に
よ
る
汚
染
を
防
ぐ
こ
と
。

（２）
氏
八
十
三
度
以
上
の
温
湯
を
用
い
て
洗
浄
消
毒
す
る
こ
と
。

ロ

使
用
す
る
の
こ
ぎ
り
に
つ
い
て
は
、
一
頭
を
処
理
す
る
ご
と
に
摂
氏

八
十
三
度
以
上
の
温
湯
を
用
い
て
洗
浄
消
毒
す
る
こ
と
。

ヌ

枝
肉
の
洗
浄
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
こ
と
。

十

枝
肉
の
洗
浄
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
こ
と
。

洗
浄
の
前
に
獣
毛
又
は
消
化
管
の
内
容
物
等
に
よ
る
汚
染
の
有
無

イ

洗
浄
の
前
に
獣
毛
又
は
消
化
管
の
内
容
物
等
に
よ
る
汚
染
の
有
無
を

（１）
を
確
認
し
、
こ
れ
ら
に
よ
る
汚
染
が
あ
つ
た
場
合
は
、
汚
染
さ
れ
た

確
認
し
、
こ
れ
ら
に
よ
る
汚
染
が
あ
つ
た
場
合
は
、
汚
染
さ
れ
た
部
位

部
位
を
完
全
に
切
り
取
る
こ
と
。

を
完
全
に
切
り
取
る
こ
と
。

十
分
な
水
量
を
用
い
て
行
う
こ
と
。

ロ

十
分
な
水
量
を
用
い
て
行
う
こ
と
。

（２）

洗
浄
水
の
飛
散
に
よ
る
枝
肉
の
汚
染
を
防
ぐ
こ
と
。

ハ

洗
浄
水
の
飛
散
に
よ
る
枝
肉
の
汚
染
を
防
ぐ
こ
と
。

（３）

洗
浄
水
の
水
切
り
を
十
分
に
行
う
こ
と
。

ニ

洗
浄
水
の
水
切
り
を
十
分
に
行
う
こ
と
。

（４）
ル

枝
肉
及
び
食
用
に
供
す
る
内
臓
は
、
床
及
び
内
壁
等
に
接
触
し
な
い

十
一

枝
肉
及
び
食
用
に
供
す
る
内
臓
は
、
床
及
び
内
壁
等
に
接
触
し
な
い

よ
う
取
り
扱
う
こ
と
。

よ
う
取
り
扱
う
こ
と
。

ヲ

内
臓
の
処
理
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
こ
と
。

十
二

内
臓
の
処
理
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
こ
と
。

消
化
管
は
、
消
化
管
の
内
容
物
に
よ
る
そ
の
他
の
臓
器
の
汚
染
を

イ

消
化
管
は
、
消
化
管
の
内
容
物
に
よ
る
そ
の
他
の
臓
器
の
汚
染
を
防

（１）
防
ぐ
よ
う
区
分
し
て
処
理
す
る
こ
と
。

ぐ
よ
う
区
分
し
て
処
理
す
る
こ
と
。

食
用
に
供
す
る
内
臓
が
床
及
び
内
壁
等
に
接
触
す
る
こ
と
に
よ
る

ロ

食
用
に
供
す
る
内
臓
が
床
及
び
内
壁
等
に
接
触
す
る
こ
と
に
よ
る
汚

（２）
汚
染
を
防
ぐ
こ
と
。

染
を
防
ぐ
こ
と
。

消
化
管
の
処
理
に
当
た
つ
て
は
、
消
化
管
の
内
容
物
に
よ
る
汚
染

ハ

消
化
管
の
処
理
に
当
た
つ
て
は
、
消
化
管
の
内
容
物
に
よ
る
汚
染
を

（３）



を
防
ぐ
よ
う
消
化
管
の
内
容
物
を
除
去
す
る
と
と
も
に
、
当
該
消
化

防
ぐ
よ
う
消
化
管
の
内
容
物
を
除
去
す
る
と
と
も
に
、
当
該
消
化
管
を

管
を
十
分
に
洗
浄
す
る
こ
と
。

十
分
に
洗
浄
す
る
こ
と
。

内
臓
処
理
台
等
が
消
化
管
の
内
容
物
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
場
合
は
、

ニ

内
臓
処
理
台
等
が
消
化
管
の
内
容
物
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
場
合
は
、

（４）
そ
の
都
度
洗
浄
消
毒
す
る
こ
と
。

そ
の
都
度
洗
浄
消
毒
す
る
こ
と
。

ワ

枝
肉
又
は
食
用
に
供
す
る
内
臓
は
、
摂
氏
十
度
以
下
と
な
る
よ
う
冷

十
三

枝
肉
又
は
食
用
に
供
す
る
内
臓
は
、
摂
氏
十
度
以
下
と
な
る
よ
う
冷

却
す
る
こ
と
。

却
す
る
こ
と
。

カ

法
第
十
四
条
第
三
項
の
検
査
で
保
留
さ
れ
た
枝
肉
は
、
他
の
枝
肉
と

十
四

法
第
十
四
条
第
三
項
の
検
査
で
保
留
さ
れ
た
枝
肉
は
、
ほ
か
の
枝
肉

区
別
し
て
保
管
す
る
こ
と
。

と
区
別
し
て
保
管
す
る
こ
と
。

ヨ

月
齢
が
三
十
月
以
下
の
牛
の
頭
部
等
を
食
用
に
供
す
る
場
合
に
は
、

十
五

月
齢
が
三
十
月
以
下
の
牛
の
頭
部
等
を
食
用
に
供
す
る
場
合
に
は
、

当
該
牛
の
頭
部
等
に
つ
い
て
は
、
と
さ
つ
、
解
体
及
び
保
管
の
各
段
階

当
該
牛
の
頭
部
等
に
つ
い
て
は
、
と
さ
つ
、
解
体
及
び
保
管
の
各
段
階
で
、

で
、
そ
の
他
の
牛
の
頭
部
等
と
工
程
、
表
示
等
に
よ
り
区
分
し
て
保
管

そ
の
他
の
牛
の
頭
部
等
と
工
程
、
表
示
等
に
よ
り
区
分
し
て
保
管
す
る
こ

す
る
こ
と
。

と
。

タ

外
皮
は
、
枝
肉
又
は
食
用
に
供
す
る
内
臓
に
接
触
し
な
い
よ
う
保
管

十
六

外
皮
は
、
枝
肉
又
は
食
用
に
供
す
る
内
臓
に
接
触
し
な
い
よ
う
保
管

す
る
こ
と
。

す
る
こ
と
。

レ

別
表
第
一
に
掲
げ
る
部
分
は
、
当
該
部
分
に
よ
る
枝
肉
及
び
食
用
に

十
七

別
表
第
一
に
掲
げ
る
部
分
は
、
当
該
部
分
に
よ
る
枝
肉
及
び
食
用
に

供
す
る
内
臓
の
汚
染
を
防
ぐ
よ
う
処
理
す
る
こ
と
。

供
す
る
内
臓
の
汚
染
を
防
ぐ
よ
う
処
理
す
る
こ
と
。

２

と
畜
業
者
等
は
、
前
項
第
一
号
イ
及
び
ロ
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
措
置
が

２

と
畜
業
者
等
は
、
前
項
各
号
の
措
置
が
適
切
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
、
次
の

適
切
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
管
理
す
る

各
号
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
管
理
す
る
こ
と
。

こ
と
。

一

適
正
か
つ
計
画
的
に
実
施
す
る
た
め
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
文
書
を

一

適
正
か
つ
計
画
的
に
実
施
す
る
た
め
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
文
書
を

作
成
す
る
こ
と
。

作
成
す
る
こ
と
。

二

作
業
衛
生
責
任
者
に
、
前
号
の
文
書
に
基
づ
き
適
切
に
実
施
さ
れ
て
い

二

法
第
十
条
第
一
項
の
作
業
衛
生
責
任
者
（
以
下
「
作
業
衛
生
責
任
者
」

る
こ
と
を
確
認
さ
せ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

と
い
う
。）
に
、
前
号
の
文
書
に
基
づ
き
適
切
に
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

り
と
畜
業
者
等
が
自
ら
作
業
衛
生
責
任
者
と
な
つ
て
い
る
と
畜
場
に
あ
つ

確
認
さ
せ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
と
畜
業
者
等
が
自
ら

て
は
、
自
ら
確
認
の
業
務
を
行
う
こ
と
。

作
業
衛
生
責
任
者
と
な
つ
て
い
る
と
畜
場
に
あ
つ
て
は
、
自
ら
確
認
の
業

務
を
行
う
こ
と
。

３

（
略
）

３

（
略
）



○

食
鳥
処
理
の
事
業
の
規
制
及
び
食
鳥
検
査
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
年
厚
生
省
令
第
四
十
号
）
（
第
二
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
衛
生
管
理
等
の
基
準
）

（
衛
生
管
理
等
の
基
準
）

第
四
条

法
第
十
一
条
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
別
表
第
三
又
は

第
四
条

法
第
十
一
条
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
別
表
第
三
の
と

別
表
第
四
の
い
ず
れ
か
と
す
る
。

お
り
と
す
る
。

（
養
成
施
設
の
登
録
の
基
準
）

（
養
成
施
設
の
登
録
の
基
準
）

第
八
条

食
鳥
処
理
の
事
業
の
規
制
及
び
食
鳥
検
査
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（

第
八
条

食
鳥
処
理
の
事
業
の
規
制
及
び
食
鳥
検
査
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（

平
成
三
年
政
令
第
五
十
二
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。）
第
一
条
の
厚
生
労
働

平
成
三
年
政
令
第
五
十
二
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。）
第
一
条
の
厚
生
労
働

省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

別
表
第
五
の
上
欄
の
学
科
ご
と
に
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
科
目
を
一
科

二

別
表
第
四
の
上
欄
の
学
科
ご
と
に
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
科
目
を
一
科

目
以
上
履
修
さ
せ
、
そ
の
単
位
数
の
合
計
が
二
十
二
単
位
以
上
で
あ
る
こ

目
以
上
履
修
さ
せ
、
そ
の
単
位
数
の
合
計
が
二
十
二
単
位
以
上
で
あ
る
こ

と
。

と
。

三

前
号
に
掲
げ
る
科
目
及
び
別
表
第
六
に
掲
げ
る
科
目
を
履
修
さ
せ
、
そ

三

前
号
に
掲
げ
る
科
目
及
び
別
表
第
五
に
掲
げ
る
科
目
を
履
修
さ
せ
、
そ

の
単
位
数
の
合
計
が
四
十
単
位
以
上
で
あ
る
こ
と
。

の
単
位
数
の
合
計
が
四
十
単
位
以
上
で
あ
る
こ
と
。

四

（
略
）

四

（
略
）

（
検
査
す
べ
き
疾
病
又
は
異
常
の
範
囲
）

（
検
査
す
べ
き
疾
病
又
は
異
常
の
範
囲
）

第
二
十
五
条

法
第
十
五
条
第
四
項
第
二
号
又
は
第
三
号
の
厚
生
労
働
省
令
で

第
二
十
五
条

法
第
十
五
条
第
四
項
第
二
号
又
は
第
三
号
の
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
疾
病
又
は
異
常
は
、
別
表
第
七
の
と
お
り
と
す
る
。

定
め
る
疾
病
又
は
異
常
は
、
別
表
第
六
の
と
お
り
と
す
る
。



（
確
認
の
方
法
、
確
認
基
準
及
び
食
鳥
検
査
の
簡
略
化
の
方
法
）

（
確
認
の
方
法
、
確
認
基
準
及
び
食
鳥
検
査
の
簡
略
化
の
方
法
）

第
二
十
八
条

（
略
）

第
二
十
八
条

（
略
）

２

法
第
十
五
条
第
七
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
別
表
第
八
の

２

法
第
十
五
条
第
七
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
別
表
第
七
の

と
お
り
と
す
る
。

と
お
り
と
す
る
。

３

（
略
）

３

（
略
）

（
確
認
規
程
の
記
載
事
項
及
び
適
合
基
準
）

（
確
認
規
程
の
記
載
事
項
及
び
適
合
基
準
）

第
二
十
九
条

（
略
）

第
二
十
九
条

（
略
）

２

法
第
十
六
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り

２

法
第
十
六
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り

と
す
る
。

と
す
る
。

一

法
第
十
六
条
第
五
項
の
確
認
が
、
食
鳥
の
生
体
の
状
況
の
確
認
に
あ
っ

一

法
第
十
六
条
第
五
項
の
確
認
が
、
食
鳥
の
生
体
の
状
況
の
確
認
に
あ
っ

て
は
別
表
第
九
に
、
食
鳥
と
た
い
の
体
表
の
状
況
並
び
に
食
鳥
中
抜
と
た

て
は
別
表
第
八
に
、
食
鳥
と
た
い
の
体
表
の
状
況
並
び
に
食
鳥
中
抜
と
た

い
に
係
る
内
臓
及
び
そ
の
体
壁
の
内
側
面
の
状
況
の
確
認
に
あ
っ
て
は
別

い
に
係
る
内
臓
及
び
そ
の
体
壁
の
内
側
面
の
状
況
の
確
認
に
あ
っ
て
は
別

表
第
八
に
掲
げ
る
確
認
項
目
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
基
準
に
適
合
す
る

表
第
七
に
掲
げ
る
確
認
項
目
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
基
準
に
適
合
す
る

か
否
か
に
つ
い
て
適
切
に
行
え
る
こ
と
。

か
否
か
に
つ
い
て
適
切
に
行
え
る
こ
と
。

二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）

（
確
認
の
方
法
及
び
異
常
の
判
定
）

（
確
認
の
方
法
及
び
異
常
の
判
定
）

第
三
十
条
（
略
）

第
三
十
条
（
略
）

２

法
第
十
六
条
第
五
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、

２

法
第
十
六
条
第
五
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、

食
鳥
の
生
体
の
状
況
の
確
認
に
あ
っ
て
は
別
表
第
九
の
、
食
鳥
と
た
い
の
体

食
鳥
の
生
体
の
状
況
の
確
認
に
あ
っ
て
は
別
表
第
八
の
、
食
鳥
と
た
い
の
体

表
の
状
況
並
び
に
食
鳥
中
抜
と
た
い
に
係
る
内
臓
及
び
そ
の
体
壁
の
内
側
面

表
の
状
況
並
び
に
食
鳥
中
抜
と
た
い
に
係
る
内
臓
及
び
そ
の
体
壁
の
内
側
面

の
状
況
の
確
認
に
あ
っ
て
は
別
表
第
八
の
と
お
り
と
す
る
。

の
状
況
の
確
認
に
あ
っ
て
は
別
表
第
七
の
と
お
り
と
す
る
。

（
措
置
）

（
措
置
）

第
三
十
三
条

食
鳥
処
理
業
者
（
認
定
小
規
模
食
鳥
処
理
業
者
を
除
く
。）
に
係

第
三
十
三
条

食
鳥
処
理
業
者
（
認
定
小
規
模
食
鳥
処
理
業
者
を
除
く
。）
に
係

る
法
第
十
九
条
に
規
定
す
る
措
置
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

る
法
第
十
九
条
に
規
定
す
る
措
置
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

生
体
検
査
の
結
果
に
基
づ
く
措
置

一

生
体
検
査
の
結
果
に
基
づ
く
措
置

イ

別
表
第
十
に
掲
げ
る
疾
病
又
は
異
常
（
湯
漬
過
度
及
び
放
血
不
良
を

イ

別
表
第
九
に
掲
げ
る
疾
病
又
は
異
常
（
湯
漬
過
度
及
び
放
血
不
良
を



除
く
。）
を
有
す
る
と
判
定
さ
れ
た
食
鳥
に
あ
っ
て
は
、
と
さ
つ
を
禁
止

除
く
。）
を
有
す
る
と
判
定
さ
れ
た
食
鳥
に
あ
っ
て
は
、
と
さ
つ
を
禁
止

す
る
と
と
も
に
、
当
該
食
鳥
の
廃
棄
又
は
食
用
に
供
す
る
こ
と
が
で
き

す
る
と
と
も
に
、
当
該
食
鳥
の
廃
棄
又
は
食
用
に
供
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
よ
う
に
す
る
措
置
（
以
下
「
廃
棄
等
の
措
置
」
と
い
う
。）

な
い
よ
う
に
す
る
措
置
（
以
下
「
廃
棄
等
の
措
置
」
と
い
う
。）

ロ

法
第
十
五
条
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
疾
病
又
は
異
常
（
別
表
第
十
に

ロ

法
第
十
五
条
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
疾
病
又
は
異
常
（
別
表
第
九
に

掲
げ
る
疾
病
又
は
異
常
を
除
く
。）
を
有
す
る
と
判
定
さ
れ
た
食
鳥
に
あ

掲
げ
る
疾
病
又
は
異
常
を
除
く
。）
を
有
す
る
と
判
定
さ
れ
た
食
鳥
に
あ

っ
て
は
、
生
体
検
査
に
合
格
し
た
す
べ
て
の
食
鳥
の
と
さ
つ
の
終
了
後

っ
て
は
、
生
体
検
査
に
合
格
し
た
す
べ
て
の
食
鳥
の
と
さ
つ
の
終
了
後

に
と
さ
つ
し
、
脱
羽
後
検
査
の
結
果
に
基
づ
き
次
号
イ
、
ロ
又
は
ハ
の

に
と
さ
つ
し
、
脱
羽
後
検
査
の
結
果
に
基
づ
き
次
号
イ
、
ロ
又
は
ハ
の

い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
措
置
（
同
条
第
五
項
に
基
づ
き
内
臓
摘
出
後
検
査

い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
措
置
（
同
条
第
五
項
に
基
づ
き
内
臓
摘
出
後
検
査

を
受
け
る
際
に
同
時
に
脱
羽
後
検
査
を
受
け
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ

を
受
け
る
際
に
同
時
に
脱
羽
後
検
査
を
受
け
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ

の
結
果
に
基
づ
き
第
三
号
イ
、
ロ
又
は
ハ
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
措
置
。

の
結
果
に
基
づ
き
第
三
号
イ
、
ロ
又
は
ハ
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
措
置
。

ハ
に
お
い
て
同
じ
。）

ハ
に
お
い
て
同
じ
。）

ハ

（
略
）

ハ

（
略
）

二

脱
羽
後
検
査
の
結
果
に
基
づ
く
措
置
（
法
第
十
五
条
第
五
項
に
基
づ
き

二

脱
羽
後
検
査
の
結
果
に
基
づ
く
措
置
（
法
第
十
五
条
第
五
項
に
基
づ
き

内
臓
摘
出
後
検
査
を
受
け
る
際
に
同
時
に
脱
羽
後
検
査
を
受
け
る
場
合
を

内
臓
摘
出
後
検
査
を
受
け
る
際
に
同
時
に
脱
羽
後
検
査
を
受
け
る
場
合
を

除
く
。）

除
く
。）

イ

別
表
第
十
に
掲
げ
る
疾
病
又
は
異
常
を
有
す
る
と
判
定
さ
れ
た
食
鳥

イ

別
表
第
九
に
掲
げ
る
疾
病
又
は
異
常
を
有
す
る
と
判
定
さ
れ
た
食
鳥

と
た
い
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
内
臓
の
摘
出
を
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
当

と
た
い
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
内
臓
の
摘
出
を
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
当

該
食
鳥
と
た
い
の
廃
棄
等
の
措
置

該
食
鳥
と
た
い
の
廃
棄
等
の
措
置

ロ

法
第
十
五
条
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
疾
病
又
は
異
常
（
別
表
第
十
に

ロ

法
第
十
五
条
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
疾
病
又
は
異
常
（
別
表
第
九
に

掲
げ
る
疾
病
又
は
異
常
を
除
く
。）
を
有
す
る
と
判
定
さ
れ
た
食
鳥
と
た

掲
げ
る
疾
病
又
は
異
常
を
除
く
。）
を
有
す
る
と
判
定
さ
れ
た
食
鳥
と
た

い
に
あ
っ
て
は
、
脱
羽
後
検
査
に
合
格
し
た
す
べ
て
の
食
鳥
と
た
い
の

い
に
あ
っ
て
は
、
脱
羽
後
検
査
に
合
格
し
た
す
べ
て
の
食
鳥
と
た
い
の

内
臓
の
摘
出
の
終
了
後
に
そ
の
内
臓
を
摘
出
し
、
内
臓
摘
出
後
検
査
の

内
臓
の
摘
出
の
終
了
後
に
そ
の
内
臓
を
摘
出
し
、
内
臓
摘
出
後
検
査
の

結
果
に
基
づ
き
次
号
イ
、
ロ
又
は
ハ
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
措
置

結
果
に
基
づ
き
次
号
イ
、
ロ
又
は
ハ
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
措
置

ハ

（
略
）

ハ

（
略
）

三

内
臓
摘
出
後
検
査
の
結
果
に
基
づ
く
措
置
（
法
第
十
五
条
第
五
項
に
基

三

内
臓
摘
出
後
検
査
の
結
果
に
基
づ
く
措
置
（
法
第
十
五
条
第
五
項
に
基

づ
き
内
臓
摘
出
後
検
査
を
受
け
る
際
に
同
時
に
脱
羽
後
検
査
を
受
け
る
場

づ
き
内
臓
摘
出
後
検
査
を
受
け
る
際
に
同
時
に
脱
羽
後
検
査
を
受
け
る
場

合
を
含
む
。）

合
を
含
む
。）

イ

別
表
第
十
に
掲
げ
る
疾
病
又
は
異
常
を
有
す
る
と
判
定
さ
れ
た
食
鳥

イ

別
表
第
九
に
掲
げ
る
疾
病
又
は
異
常
を
有
す
る
と
判
定
さ
れ
た
食
鳥

肉
等
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
全
部
の
廃
棄
等
の
措
置

肉
等
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
全
部
の
廃
棄
等
の
措
置

ロ

別
表
第
十
一
の
上
欄
に
掲
げ
る
疾
病
又
は
異
常
を
有
す
る
と
判
定
さ

ロ

別
表
第
十
の
上
欄
に
掲
げ
る
疾
病
又
は
異
常
を
有
す
る
と
判
定
さ
れ



れ
た
食
鳥
肉
等
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
部
分
の
廃

た
食
鳥
肉
等
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
部
分
の
廃
棄

棄
等
の
措
置

等
の
措
置

ハ

（
略
）

ハ

（
略
）

四

（
略
）

四

（
略
）

２

認
定
小
規
模
食
鳥
処
理
業
者
に
係
る
法
第
十
九
条
に
規
定
す
る
措
置
は
、

２

認
定
小
規
模
食
鳥
処
理
業
者
に
係
る
法
第
十
九
条
に
規
定
す
る
措
置
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。

次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

食
鳥
の
生
体
の
状
況
の
確
認
の
結
果
に
基
づ
く
措
置

一

食
鳥
の
生
体
の
状
況
の
確
認
の
結
果
に
基
づ
く
措
置

別
表
第
九
の
基
準
に
適
合
し
な
い
食
鳥
に
あ
っ
て
は
、
と
さ
つ
を
禁
止
す

別
表
第
八
の
基
準
に
適
合
し
な
い
食
鳥
に
あ
っ
て
は
、
と
さ
つ
を
禁
止

る
と
と
も
に
、
当
該
食
鳥
の
廃
棄
等
の
措
置

す
る
と
と
も
に
、
当
該
食
鳥
の
廃
棄
等
の
措
置

二

食
鳥
と
た
い
の
体
表
の
状
況
又
は
食
鳥
中
抜
と
た
い
に
係
る
内
臓
及
び

二

食
鳥
と
た
い
の
体
表
の
状
況
又
は
食
鳥
中
抜
と
た
い
に
係
る
内
臓
及
び

そ
の
体
壁
の
内
側
面
の
状
況
の
確
認
の
結
果
に
基
づ
く
措
置

そ
の
体
壁
の
内
側
面
の
状
況
の
確
認
の
結
果
に
基
づ
く
措
置

イ

別
表
第
八
第
一
号
イ
の
基
準
に
適
合
し
な
い
食
鳥
と
た
い
及
び
同
表

イ

別
表
第
七
第
一
号
イ
の
基
準
に
適
合
し
な
い
食
鳥
と
た
い
及
び
同
表

第
二
号
の
基
準
に
適
合
し
な
い
食
鳥
中
抜
と
た
い
に
あ
っ
て
は
、
当
該

第
二
号
の
基
準
に
適
合
し
な
い
食
鳥
中
抜
と
た
い
に
あ
っ
て
は
、
当
該

食
鳥
と
た
い
又
は
当
該
食
鳥
中
抜
と
た
い
に
係
る
食
鳥
肉
等
の
全
部
の

食
鳥
と
た
い
又
は
当
該
食
鳥
中
抜
と
た
い
に
係
る
食
鳥
肉
等
の
全
部
の

廃
棄
等
の
措
置

廃
棄
等
の
措
置

ロ

別
表
第
八
第
一
号
ロ
の
基
準
に
適
合
し
な
い
食
鳥
と
た
い
に
あ
っ
て

ロ

別
表
第
七
第
一
号
ロ
の
基
準
に
適
合
し
な
い
食
鳥
と
た
い
に
あ
っ
て

は
、
同
号
ロ
の
異
常
が
認
め
ら
れ
る
部
分
の
廃
棄
等
の
措
置

は
、
同
号
ロ
の
異
常
が
認
め
ら
れ
る
部
分
の
廃
棄
等
の
措
置

ハ

別
表
第
八
第
三
号
の
基
準
に
適
合
し
な
い
内
臓
に
あ
っ
て
は
、
次
に

ハ

別
表
第
七
第
三
号
の
基
準
に
適
合
し
な
い
内
臓
に
あ
っ
て
は
、
次
に

掲
げ
る
措
置

掲
げ
る
措
置

一
の
臓
器
の
み
が
別
表
第
八
第
三
号
の
基
準
に
適
合
し
な
い
場
合

一
の
臓
器
の
み
が
別
表
第
七
第
三
号
の
基
準
に
適
合
し
な
い
場
合

（１）

（１）

に
あ
っ
て
は
、
当
該
臓
器
の
廃
棄
等
の
措
置

に
あ
っ
て
は
、
当
該
臓
器
の
廃
棄
等
の
措
置

二
以
上
の
臓
器
が
別
表
第
八
第
三
号
の
基
準
に
適
合
し
な
い
場
合

二
以
上
の
臓
器
が
別
表
第
七
第
三
号
の
基
準
に
適
合
し
な
い
場
合

（２）

（２）

に
あ
っ
て
は
、
内
臓
の
全
部
の
廃
棄
等
の
措
置

に
あ
っ
て
は
、
内
臓
の
全
部
の
廃
棄
等
の
措
置

三

（
略
）

三

（
略
）

別
表
第
三
（
第
四
条
関
係
）

別
表
第
三
（
第
四
条
関
係
）

一

（
略
）

一

（
略
）

二

食
鳥
、
食
鳥
と
た
い
、
食
鳥
中
抜
と
た
い
及
び
食
鳥
肉
等
の
衛
生
的
取
扱

二

食
鳥
、
食
鳥
と
た
い
、
食
鳥
中
抜
と
た
い
及
び
食
鳥
肉
等
の
衛
生
的
取
扱

い

い

イ

生
体
の
受
入
れ

イ

生
体
の
受
入
れ



・

（
略
）

・

（
略
）

（１）

（２）

（１）

（２）

生
体
検
査
に
合
格
し
た
も
の
又
は
食
鳥
の
生
体
の
状
況
に
つ
い
て
の

生
体
検
査
に
合
格
し
た
も
の
又
は
食
鳥
の
生
体
の
状
況
に
つ
い
て
の

（３）

（３）

基
準
適
合
の
確
認
が
さ
れ
た
も
の
は
、
速
や
か
に
と
さ
つ
放
血
し
、
合

基
準
適
合
の
確
認
が
さ
れ
た
も
の
は
、
速
や
か
に
と
さ
つ
放
血
し
、
合

格
し
な
か
っ
た
も
の
又
は
基
準
不
適
合
の
確
認
が
さ
れ
た
も
の
は
、
第

格
し
な
か
っ
た
も
の
又
は
基
準
不
適
合
の
確
認
が
さ
れ
た
も
の
は
、
第

三
十
三
条
に
規
定
す
る
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

十
五
条
に
規
定
す
る
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

三
～
四

（
略
）

三
～
四

（
略
）

別
表
第
四
（
第
四
条
関
係
）

（
新
設
）

一

食
鳥
処
理
場
の
衛
生
的
管
理

別
表
第
三
第
一
号
に
同
じ
。

二

食
鳥
、
食
鳥
と
た
い
、
食
鳥
中
抜
と
た
い
及
び
食
鳥
肉
等
の
衛
生
的
取
扱

いイ

危
害
分
析
・
重
要
管
理
点
方
式
（
食
品
の
安
全
性
を
確
保
す
る
上
で
重

要
な
危
害
の
原
因
と
な
る
物
質
及
び
当
該
危
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
の
あ

る
工
程
の
特
定
、
評
価
及
び
管
理
を
行
う
衛
生
管
理
の
方
式
を
い
う
。）
を

用
い
て
衛
生
管
理
を
行
う
食
鳥
処
理
業
者
は
、
食
鳥
処
理
衛
生
管
理
者
そ

の
他
の
食
鳥
、
食
鳥
と
た
い
、
食
鳥
中
抜
と
た
い
及
び
食
鳥
肉
等
の
衛
生

的
取
扱
い
に
つ
い
て
専
門
的
な
知
識
を
有
す
る
者
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
班

を
編
成
し
、
次
の

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
措
置
を
実
施
す
る
こ
と
。

（１）

（７）

製
品
の
名
称
及
び
種
類
、
原
材
料
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た

（１）
製
品
説
明
書
を
作
成
す
る
こ
と
。

食
鳥
の
搬
入
、
と
さ
つ
、
解
体
、
処
理
、
保
管
、
出
荷
そ
の
他
の
工

（２）
程
の
流
れ
を
記
載
し
た
図
を
、
食
鳥
処
理
場
に
お
け
る
実
際
の
工
程
及

び
施
設
設
備
の
配
置
に
則
し
て
作
成
す
る
こ
と
。

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
文
書
を
作
成
す
る
こ
と
。

（３）

生
体
の
受
入
れ
、
放
血
、
湯
漬
、
脱
羽
、
内
臓
摘
出
又
は
冷
却
を

（ⅰ）
含
む
工
程
ご
と
に
、
当
該
工
程
に
つ
き
発
生
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
食

品
衛
生
上
の
危
害
の
原
因
と
な
る
物
質
及
び
当
該
危
害
の
発
生
を
防

止
す
る
た
め
の
措
置
（
以
下
「
管
理
措
置
」
と
い
う
。）（
当
該
危
害

の
原
因
と
な
る
物
質
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
理



由
）

の
工
程
の
う
ち
、
製
品
に
係
る
食
品
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
を

（ⅱ）

（ⅰ）
防
止
す
る
た
め
、
当
該
工
程
に
係
る
管
理
措
置
の
実
施
状
況
の
連
続

的
な
又
は
相
当
の
頻
度
の
確
認
を
必
要
と
す
る
も
の
（
以
下
「
重
要

管
理
点
」
と
い
う
。）（
重
要
管
理
点
を
定
め
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、

そ
の
理
由
）

全
て
の
重
要
管
理
点
ご
と
に
、
当
該
重
要
管
理
点
に
つ
き
発
生
す

（ⅲ）
る
お
そ
れ
の
あ
る
食
品
衛
生
上
の
危
害
の
原
因
と
な
る
物
質
を
許
容

で
き
る
範
囲
ま
で
低
減
又
は
排
除
す
る
た
め
の
管
理
措
置
の
基
準

の
確
認
の
方
法

（ⅳ）

（ⅱ）
の
確
認
に
よ
り
重
要
管
理
点
に
係
る
管
理
措
置
が
適
切
に
講
じ

（４）

（３）
（ⅱ）

ら
れ
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
た
と
き
に
講
ず
べ
き
改
善
措
置
の
方
法
を

記
載
し
た
文
書
を
作
成
す
る
こ
と
。

製
品
の
試
験
の
方
法
そ
の
他
の
食
品
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
が
適
切

（５）
に
防
止
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
検
証
す
る
た
め
の
方
法
を
記
載
し
た
文
書

を
作
成
す
る
こ
と
。

次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
そ
の
記
録
の
方
法
並
び
に
当
該
記
録

（６）
の
保
存
の
方
法
及
び
期
間
を
記
載
し
た
文
書
を
作
成
す
る
こ
と
。

の
確
認
に
関
す
る
事
項

（ⅰ）

（３）
（ⅱ）の

改
善
措
置
に
関
す
る
事
項

（ⅱ）

（４）
の
検
証
に
関
す
る
事
項

（ⅲ）

（５）か
ら

ま
で
の
規
定
に
基
づ
き
作
成
し
た
文
書
に
従
い
、
食
鳥
、

（７）

（３）

（６）

食
鳥
と
た
い
、
食
鳥
中
抜
と
た
い
及
び
食
鳥
肉
等
に
係
る
食
品
衛
生
上

の
危
害
の
発
生
の
防
止
の
た
め
に
公
衆
衛
生
上
必
要
な
措
置
を
講
ず
る

こ
と
。

ロ

イ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
行
う
こ
と
。

脱
羽
後
検
査
又
は
食
鳥
と
た
い
の
体
表
の
状
況
に
つ
い
て
の
基
準
適

（１）
合
の
確
認
の
前
に
食
鳥
と
た
い
の
脱
羽
を
終
了
す
る
こ
と
。

内
臓
摘
出
後
検
査
又
は
食
鳥
中
抜
と
た
い
に
係
る
内
臓
及
び
そ
の
体

（２）
壁
の
内
側
面
の
状
況
に
つ
い
て
の
基
準
適
合
の
確
認
に
際
し
て
は
、
次



の
事
項
に
留
意
し
て
処
理
す
る
こ
と
。

食
鳥
中
抜
と
た
い
及
び
当
該
食
鳥
中
抜
と
た
い
に
係
る
内
臓
が
同

（ⅰ）
一
の
食
鳥
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
確
認
可
能
な
状
態
で
検

査
又
は
確
認
に
供
す
る
こ
と
。

検
査
又
は
確
認
の
た
め
の
腹
部
の
切
開
は
、
検
査
又
は
確
認
が
実

（ⅱ）
施
可
能
な
程
度
に
と
ど
め
る
こ
と
。

心
臓
、
肝
臓
、
脾
臓
、
筋
胃
等
は
検
査
又
は
確
認
の
た
め
に
十
分

（ⅲ）
引
き
出
す
こ
と
。

三

従
事
者
の
衛
生
管
理

別
表
第
三
第
三
号
に
同
じ
。

四

そ
の
他

イ

食
鳥
処
理
業
者
又
は
食
鳥
処
理
衛
生
管
理
者
は
、
食
鳥
処
理
場
内
に
従

事
者
以
外
の
者
を
み
だ
り
に
立
ち
入
ら
せ
な
い
こ
と
。

ロ

食
鳥
処
理
業
者
は
、
第
一
号
並
び
に
第
二
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
措
置

が
適
切
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
管
理
す
る
こ

と
。

適
正
か
つ
計
画
的
に
実
施
す
る
た
め
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
文
書

（１）
を
作
成
す
る
こ
と
。

食
鳥
処
理
衛
生
管
理
者
に
、
当
該
措
置
が

の
文
書
に
基
づ
き
適
切

（２）

（１）

に
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
さ
せ
る
こ
と
。


